
第1号の1様式



第2号の1様式



第3号の1様式



財務諸表に対する注記（法⼈全体⽤） 
 

1. 重要な会計⽅針 
(1) 有価証券の評価基準及び評価⽅法 

① 満期保有⽬的の債券等 ― 償却原価法（定額法）によっている。 

② 上記以外の有価証券 

ア.時価のあるもの  ― 決算⽇の市場価格に基づく時価法によっている。 

イ.その他のもの  ― 購⼊時の価額によっている。 

(2) 固定資産の減価償却の⽅法 

① リース資産以外の有形固定資産及び無形固定資産 

平成 19 年 3 ⽉ 31 ⽇以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 ⽉ 1 ⽇以降に取得したものについては

定額法によっている。 

② リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

リース期間を耐⽤年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。 

＊リース取引開始⽇が平成 26 年 3 ⽉ 31 ⽇以前のものについては、引き続き通常の賃貸借取引に係る⽅法に

準じた会計処理を適⽤している。 

(3) 引当⾦の計上基準 

退職給付引当⾦ 

社会福祉法⼈東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会退職共制度による掛⾦の法⼈負担累計額を

退職付引当資産とし、同額の退職給付引当⾦を計上する⽅法をとっている。 

(4) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込⽅式によっている。 

 

 

 

2. 重要な会計⽅針の変更 
当法⼈は従来社会福祉法⼈会計基準（平成 12 年基準）による会計処理であったが、平成 26 年度より社会福祉法⼈

会計基準（平成 23 年基準）による会計処理に変更した。 

 

 

 

3. 法⼈で採⽤する退職給付制度 
当法⼈で採⽤する退職給付制度は以下のとおりである。 

(1) 社会福祉施設職員等退職⼿当共済制度 

独⽴⾏政法⼈福祉医療機構実施する社会福祉施設職員等退職⼿当共済制度に加⼊している。 

(2) ⺠間退職共済制度 

社会福祉法⼈東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会退職共済制度に加⼊している。 

 

 

 



4. 法⼈が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 
当法⼈の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。 

(1) 法⼈全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式） 

(2) 事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式） 

*当法⼈では、社会福祉事業の他は、それと⼀体的に実施する公益事業のみの実施のため作成していない。 

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式） 

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  

① 町⽥事業所拠点区分（社会福祉事業） 

ｱ. 法⼈本部 

ｲ. 特別養護⽼⼈ホーム 介護⽼⼈福祉施設 福⾳の家 

ｳ. 特別養護⽼⼈ホーム 短期⼊所⽣活介護施設 福⾳の家 

ｴ. 通所介護事業所 まちだケアセンター 

ｵ. 認知症対応型通所介護事業所 まちだケアセンター 

ｶ. 居宅介護⽀援事業所 ふくいん（公益事業） 

ｷ. 訪問介護事業所 ふくいんヘルパーステーション 

ｸ. 通所介護事業所 デイサービス鶴川 

ｹ. 認知症対応型通所介護事業所 デイサービス鶴川 

ｺ. 障がいサービス ふくいんヘルパーステーション 

ｻ. 居宅介護⽀援事業所 グッドサポートふくいん鶴川 

ｼ. 通所介護事業所 ケアセンター⽊曽⼭崎 

ｽ. 認知症対応型通所介護事業所 ケアセンター⽊曽⼭崎 

ｾ. 居宅介護⽀援事業所 ⽊曽⼭崎（公益事業） 

ｿ. 町⽥市忠⽣第２⾼齢者⽀援センター（公益事業） 

ﾀ. 訪問介護事業所 ふくいんヘルパーステーション⽊曽⼭崎 

ﾁ. 障がいサービス ふくいんヘルパーステーション⽊曽⼭崎 

ﾂ. ⽊曽⼭崎あんしん相談室（公益事業） 

ﾃ. 訪問看護ステーション⽊曽⼭崎（公益事業） 

② 町⽥愛信園拠点区分（社会福祉事業） 

ｱ. 軽費⽼⼈ホーム A 型 町⽥愛信園 

③ ⽂京事業所拠点区分（社会福祉事業） 

ｱ. 特別養護⽼⼈ホーム 介護⽼⼈福祉施設 ⽂京⽩⼭の郷 

ｲ. 特別養護⽼⼈ホーム 短期⼊所⽣活介護施設 ⽂京⽩⼭の郷 

ｳ. 通所介護事業所 ⽂京⽩⼭⾼齢者在宅サービスセンター 

ｴ. 認知症対応型通所介護事業所 ⽂京⽩⼭⾼齢者在宅サービスセンター 

ｵ. ⽩⼭指定居宅介護⽀援事業所（公益事業） 

ｶ. 富坂地域包括⽀援センター（公益事業） 

ｷ. 通所介護事業所 ⽂京本郷⾼齢者在宅サービスセンター 

ｸ. 認知症対応型通所介護事業所 ⽂京本郷⾼齢者在宅サービスセンター 

ｹ. 通所介護事業所 ⽂京向丘⾼齢者在宅サービスセンター 

 

 

 



④ 練⾺事業所拠点区分（社会福祉事業） 

ｱ. 認知症対応型共同⽣活介護施設 まささんの家 

ｲ. 通所介護事業所 ⼤泉学園デイサービスセンター 

ｳ. 認知症対応型通所介護事業所⼤泉学園デイサービスセンター 

ｴ. 指定居宅介護⽀援事業所 ⼤泉学園介護相談センター（公益事業） 

ｵ. 練⾺区委託⼤泉学園在宅介護⽀援センター 

ｶ. 訪問介護事業所 ふくいんヘルパーステーション⼤泉学園 

 

 

 

5. 基本財産の増減の内容及び⾦額 
基本財産の増減の内容及び⾦額は以下の通りである。 

（単位：円） 

 

 

 

6. 会計基準第３章第４（4）及び（6）の規定による基本⾦⼜は国庫補助⾦等特別積⽴⾦の取崩し 
(1) まちだケアセンター⼀般型において⾞輌廃⾞に伴い、国庫補助⾦等特別積⽴⾦ 24,440 円を取り崩した。 

(2) まちだケアセンター認知症対応型において⾞輌廃⾞に伴い、国庫補助⾦等特別積⽴⾦ 22,560 円を取り崩した。 

 

 

 

7. 担保に供している資産 
担保に供されている資産は以下のとおりである。 

⼟地（基本財産） 1,107,724,090 円

建物（基本財産） 733,335,296 円

計 1,841,059,386 円

 

担保している債務の種類および⾦額は以下のとおりである。 

設備資⾦借⼊⾦（1 年以内返済予定額を含む） 114,478,000 円

計 114,478,000 円

 
 
 
 
 
 
 

基本財産の種類 前期末残⾼ 当期増加額 当期減少額 当期末残⾼ 

⼟地 1,107,724,090 0 0 1,107,724,090

建物 927,630,073 340,104 194,634,881 733,335,296

合計 2,035,354,163 340,104 194,634,881 1,841,059,386



8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残⾼ 
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残⾼は、以下の通りである。 

（単位：円） 

 

 

9. 債権額、徴収不能引当⾦の当期末残⾼、債権の当期末残⾼ 
債権額、徴収不能引当⾦の当期末残⾼、債権の当期末残⾼は下記の通りである。 

（単位：円） 

 

 

10. 満期保有⽬的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 
該当なし 

 
 
11. 関連当事者との取引の内容 

該当なし 

 
 
12. 重要な偶発債務 

該当なし 

 
 
13. 重要な後発事象 

該当なし 
 

  取得価額 減価償却累計額 当期末残⾼ 

建物（基本財産） 2,648,581,015 1,915,245,719 733,335,296

建物（その他） 623,834,916 302,057,436 321,777,480

構築物 990,675 123,833 866,842

⾞輌運搬具 86,485,780 85,479,465 1,006,315

器具及び備品 140,911,150 104,369,844 36,541,306

有形リース資産 3,461,400 336,524 3,124,876

ソフトウェア 734,400 119,340 615,060

合計 3,504,999,336 2,407,732,161 1,097,267,175

 
債権額 

徴収不能引当⾦の 

当期末残⾼ 
債権の当期末残⾼ 

事業未収⾦ 372,000,143 0 372,000,143

未収⾦ 202,950 0 202,950

未収補助⾦ 576,729 0 576,729

⽴替⾦ 70,884 0 70,884

合計 372,850,706 0 372,850,706



14. その他社会福祉法⼈の資⾦収⽀及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするた
めに必要な事項 
(1) 会計基準移⾏に伴う過年度修正額の内訳 

過年度の減価償却計算の遡及訂正による調整差額 264,806 円 

修正益 計 264,806 円 

 

過年度の減価償却計算の遡及訂正による調整差額 94,834,434 円 

会計基準移⾏による国庫補助⾦等特別積⽴⾦再評価差額 98,287,850 円 

修正損 計 193,122,284 円 

*会計基準移⾏に伴う過年度修正額の計上⽅法はサービス区分ごとの純額法によっている。 

 

(2) 設備資⾦借⼊⾦元⾦償還補助⾦に係る取扱いについて 

当法⼈で現在受けている設備資⾦借⼊⾦元⾦償還補助⾦については、その対象となっている固定資産の耐⽤年数のほ

とんどが経過していることから、当該補助⾦に係る国庫補助⾦等特別積⽴⾦の計上を⾏わずに処理をしている。 
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